
（仮称）ＪＲＥ加茂風力発電事業の中止の申し入れについて 

 

 

本日、昨年 11 月 29 日付けで、鶴岡市における風力発電施設の設置等に係るガイド

ラインに基づく届出のありました、ラムサール条約登録湿地に近接した、（仮称）ＪＲ

Ｅ加茂風力発電事業について、事業者に対し中止を求めることとし、先ほど当該事業

者に申し入れを行ったところでございます。 

 

中止を求めることとした理由を申し上げます。 

 

山形県におきましては、山形県再生可能エネルギー活用可能性調査報告書におきま

して、風力発電の導入の候補地として抽出しておりますが、ラムサール条約登録湿地

近傍であり、望ましくないと公表しているところでございます。 

 

国では、当地は、国際的に価値があるラムサール条約登録湿地が近接しており、バ

ードストライクや鳥の営巣、採餌場などへの影響を強く懸念しております。 

また、一定の地域に複数の事業が集中する場合には、飛来ルート、採餌場への移動

などへの累積的な影響が懸念される場合があります。 

特に、ラムサール条約湿地に登録されるような、重要な生態系では、事前に慎重に

判断することが重要との助言を各方面よりいただきました。 

 

本市といたしましては、これら自然環境に詳しい方などに聞き取りを行った結果、

（仮称）ＪＲＥ加茂風力発電事業に関しては、県で唯一登録されているラムサール条

約登録湿地の近傍であり、クマタカなどの猛禽類の生息・営巣や、渡り鳥の生息への

影響、また、自然環境、景観への影響が懸念されることから、「鶴岡市における風力発

電施設の設置等に係るガイドライン」の制限対象区域に掲げる、日本遺産認定の「出

羽三山」及び国指定名勝「金峯山」に関連する区域など、本市の豊かな自然環境や、

歴史・文化的資源から構成され良好な景観を形成する区域に相当すると判断をしたと

ころでございます。 

 

以上のことから、予防的措置の観点も含め、今回の事業に関しては、中止を求めた

ところでごさいます。 
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